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１ はじめに

平成２６年秋、管内の一酪農場で仔牛の脱毛症が発生し、２７年冬までの約４ヶ月継続

した。原因究明のための調査を進めていく中で、脱毛治療のためにビタミンＡＤ３Ｅ剤が

頻回かつ過剰投与されていたことが発覚し、直ちに中止するよう指導したが、その影響は

大きく、長期にわたって損失を被ることになったので、その概要を報告する。

２ 発生農場の概要

４０頭規模の酪農場で、搾乳牛舎には、搾

乳牛が対頭繋ぎ方式で、１ヶ月齢未満の仔牛

が搾乳牛の後ろに繋ぎ飼養されていた。育成

牛舎には、１ヶ月齢以上の仔牛及び育成牛、

育成和牛（受精卵産子）が群飼されていた。

飼養管理については家族３人で行っていた。

また、今回の事例発生当初、ハゲ狸が数頭、

牛舎内に出入りしていた（図１）。

３ 発生当初の状況

（１）発生概要

平成２６年秋、当該農場の仔牛及び育成牛に原因不明の脱毛が蔓延していた。イベルメ

クチン等の加療により治癒していくものもいたが、重度脱毛を呈し、その内の１頭が１０

月に斃死し、翌月さらにもう１頭が斃死した。

（２）病性鑑定

２頭目の斃死牛に対して担当医から剖検依

頼があった。初診時は一般症状の悪化のみで、

徐々に脱毛重度となり、イベルメクチン等の

加療にも反応せず、一度は元気回復していた

が、７週齢で衰弱死したとのことであった。

剖検の結果、目立った所見はなく、体表へ

のヒセンダニの付着が確認されたこと及びハ

ゲ狸の侵入状況（牛舎内で飼養していた飼い

犬も当時、ごっそり脱毛した）から、疥癬に

よる皮膚炎を起因とする衰弱死と判断した（図２）。

（２）病性鑑定後の対応

病性鑑定後、ダニ駆除のために定期的駆虫を指導し、狸侵入防止対策として牛舎周囲に

木酢液散布を行った。木酢液散布による狸侵入阻止効果は得られなかったが、２頭のハゲ



狸が翌月の１２月に当該農場の運動場で衰弱死した。

４ 追跡調査

約３ヶ月後、平成２７年２月になって、担当医から再び当該農場の検査依頼（血液）が

あった。定期的駆虫及び脱毛牛に対しての対

処療法を続け、さらに狸の侵入もなくなった

にもかかわらず、仔牛の脱毛が終息しないた

め、亜鉛不足等、他に脱毛要因があるのでは、

とのことであった。

仔牛の脱毛については様々な要因がある

（表１）が、長期化した脱毛の原因を突き止

めるため、これらのことを念頭に、直ちに農

場に立入、調査を行った。

（１）調査内容と結果

症状、環境、血統、給与飼料等の聞き取りで脱毛前後で変更があったり、脱毛の要因と

なるものがあるとは考えにくかった（表２､３）。

さらに、添加剤についての聞き取りを進め、給与ミルク中にビタミンＡＤ３Ｅ剤を投与

されていたことが発覚した。そしてそれは、ビタミン不足が脱毛を招いているのではない

かという考えのもと、治療目的で行われ、明らかに過剰と考えられる量の投与であった。

脱毛の要因がそれだけでなかったとしても

直ちにビタミンＡＤ３Ｅの投与は中止すべき

と判断し、指導した。

実際に投与されたビタミンの詳細は、日本

飼養標準が示す要求量から計算すると４００

倍近い量であった。また、製品表示は、仔牛

１頭あたり３～５ｍｌとあり、その時点で過

剰と推察される量でもあった（図３）。

（２）血液検査

１）血液検査牛の概要



ビタミン投与歴があると考えられた仔牛は当時８頭いたが、表４のとおり脱毛の程度の

異なる４頭を抽出し、採血した。これらの牛がいた育成牛舎内の配置は図４のとおりで、

乳牛育成は、ビタミン投与開始時に既に離乳済みであったため、投与されていなかった。

２）血液検査結果

全血及び血清生化学検査項目については、一部標準範囲を外れていたが、群全体として

の異常は認められなかった（表５）。血漿検査項目については、亜鉛は正常範囲、セレン

はやや低値、ビタミンＥは４頭中３頭で高値、ビタミンＡは半数で高値、さらに正常なら

検出されることのないビタミンＡパルミテートについては全頭から検出された（ビタミン

Ａパルミテートについては小腸から吸収されたビタミンＡが過剰となった際に、血中に放

出され、検出されるため、ビタミンＡ過剰症を裏付けることになる）。

５ 追跡調査後の対応

聞き取り調査と血液検査の結果、ビタミンＡ過剰が裏付けられ、その他に脱毛の要因が

あるとは考えにくい状況となった。農家には検査結果の概要とビタミンＡ過剰による副作

用の説明も行った。将来、これらの牛に経済的価値が見込めないため、早めに処分するこ

とも併せて強く勧めた。しかしながら、飼養者が納得し、気持ちを切り替えるのに時間を

要し、これらの牛は暫く飼養されることとなった。

追跡調査以降、新たな脱毛の発症は無くなり、既に脱毛していた仔牛達の脱毛も徐々に

治まっていった。しかし、投与があった仔牛達は、全て発育不良やハイエナ様体型を呈し



ていくこととなった。

（１）ビタミン投与後の経過と被害額

被害を見える化するため、投与があった牛

の投与後の経過と被害額について、図５にま

とめた。

和牛２頭は、セリ出荷されたが、極度の発

育不良およびハイエナ様体型で、相対で安く

引き取られることになり、セリ平均価格との

差から５７４千円及び６５６千円を被害額と

した。

２６年秋に脱毛重度で斃死した２頭(最初

に病性鑑定した牛も含む）は、月齢が２ヶ月

齢前後であったが、県内の取引価格から被害額を算出し、それぞれ１１０千円、９５千円

とした。

血液検査をした３頭と血液検査はしていないが重度脱毛を呈した１頭については、投与

期間に差があり、症状の出方にも差はあったが、全て発育不良及びハイエナ様体型を呈し、

家保にて鑑定殺を行った。被害額は処分時の月齢から算出し、それぞれ３４６千円、３６

９千円、２２０千円及び３８６千円とした。

以上８頭の被害額総額は２７５万６千円にも上り、治療費等も含めるとさらなる損失額

になると思われた。

（２）ビタミン投与牛の顛末

投与歴があり、２７年２月の血液検査時に生存していた牛の顛末について、育成牛舎内

の配置図で改めて示した（図６）。

平成２８年１月時点で、３頭がまだ生存している。１頭はセリ不成立で取引された後、

肥育中の和牛であり、１８ヶ月齢で推定体重２５０kgということであるが、まさに教科書

的なハイエナ体型を呈している（図７）。残る２頭は短期間の投与で、脱毛も無かったホ

ルスタインであるが、放牧場で育成されており、平成２８年１月で１２ヶ月になる。発育

不良かつ被毛粗剛とのことで、現在も経過観察中である。



６ まとめ及び考察

管内の一酪農場で仔牛の脱毛症が多発し、当初、ヒセンダニが原因と推察され、対処療

法もなされたが、治まらず、治療目的で脂溶性ビタミンの連続投与が行われることとなっ

た。しかし、そのことは投与開始後、３ヶ月も経過した後に初めて発覚した。直ちに投与

中止を指導し、その後の新たな脱毛はなくなったが、投与歴がある仔牛達は、投与内容（投

与日齢、投与回数、総投与量等）に差があったため、発現程度に差はあったが、全て発育

不良及び（かつ）ハイエナ様体型を示すようになり、経済的価値を損失し、当該農場は甚

大な被害を被ることとなった。

脂溶性ビタミンの過剰摂取によるこのような被害は、今回の事例ほどではなくても、今

なお県内でも散発している。ハイエナ病は決して過去の病気ではなく、農家及び畜産関係

者の世代交代で伝わることなく、同じことが繰り返されてしまっている感がある。背景に

はビタミン剤は栄養剤として利用価値が高く、家畜のみならず人用の健康食品としても非

常に身近にあり、広く安易に使用されているということがあると考えられる。

今後、我々獣医師が中心となって、農家や畜産関係者に対し、ビタミンの適切な使用（過

剰投与による被害）について広く周知し続けていくことにより、このような被害を抑えて

いくことが重要である。


